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故 
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電動ノコギリで指先を削ぐ 
被 

災 

者     

年齢 

７０歳台   

性別 

 男 

事 

故 

状 

況 

発生日時 

２０１９年１１月２３日（祝土）１４時頃 

発生場所 

公園・里山・海・川・渓谷・その他（      ） 

事故状況（何をして、どのように、どうなった） 

 

講座開講中、農事用の杭の先を尖らせる為、使用した電動ノコギリで、 

誤って、右人さし指先第一関節内側を２㎝ほど皮と爪をそいだ。 
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故 
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誰が、どのように処置 

 

圧迫止血、消毒をして包帯を巻きすぐに病院へいった。 

土曜の午後で休診が多かった、電話で救急外来を探して通院した。 

 

ケガの部位・症状 

右人さし指第一関節内側を２㎝ほど削ぐ。 

消毒と化膿止めの抗生剤を塗って圧迫止血。痛み止め抗生剤、胃薬を処方される。 

筋肉が盛り上がるまで消毒のため通院。 

 

推定原因と再発防止策は（分かる範囲で記入下さい） 

 昼食後、一人で作業に入り、素手のまま電動のこぎりを使って、杭の先を 

 削っていたところ、ウトウトしてしまい、気がついたら指先を削いでいた。 

  

 電動器具を使用時は複数人での作業体制をとり、皮手袋の着用を義務化する。 
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① 電動器具使用による怪我はボランティア保険の対象にならないことを周知する

こと。 

② 電動器具を使用時は、危険を伴い事故が起こっていることを周知すること。 

③ 被災者はウトウトされていたとのこと、SAS（睡眠時無呼吸症候群）の疑いが

あるので検査して対策をとること。 

④ 複数人での作業の役割分担を予め決めて、それに従い実施すること。 

⑤ 回転物運転時は、手袋が巻き込まれる恐れがあるため素手で行う。 

実態を検証して着用の判断をすること。 

 

 

 


